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リースバックは住みながらでも可能？











このサイトでは、リースバックに関する情報を詳しく紹介しています。
そもそもどういったものなのかや住みながらでも利用することができるのか、上手に活用するために知っておきたい豆知識などを詳しく解説し、実際に利用を検討している人に役立つ情報を紹介します。






リースバックを上手に活用するために知っておくべき豆知識を紹介！
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リースバックは、自宅を売却して現金化した後も家賃を支払ってそのまま住み続けるサービスです。
リースバックで知っておきたい豆知識としては、戸建て住宅だけではなく区分マンション等にも適用されることが挙げられます。
マンションのような集合住宅だと利用できないと思っている人も多いですが、マンションでも問題なく利用することができます。
マンションは所有していると管理費や修繕積立金などを支払わなければなりません。
リースバックした後は通常の賃貸住宅と同じになるので、家賃以外に管理費や修繕積立金を支払う必要はありません。
賃貸住宅を借りる際に必要な敷金や礼金といった初期投資や引っ越し代なども必要ないので、手軽に利用することができます。







リースバックなら売却せずに住みながら暮らせる
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自宅を売却しようかどうか悩んでいるという場合、リースバックも1つの手です。
リースバックとは、自宅を売却することなく賃貸料を支払うことでそのまま住み続けることができる制度です。
自宅の所有権はなくなりますが、自宅を売却することなくそのまま住み続けられるのがリースバックのメリットです。
自宅を手放さず住みながら家賃収入を得ることも可能なため、とても便利な制度とも言えます。

住み慣れた場所でもう少し生活したい人にはとてもマッチしているのではないでしょうか。
生活費にお困りの場合にも便利な制度です。
自宅を手放さず住みながら家賃収入も得られるリースバックなので、検討してみる価値はあります。
どうしても自宅を売却しなければ固定資産税などの面で苦しいという場合、リースバックは最適ではないでしょうか。
メリットとデメリットをしっかりと理解することでミスマッチをなくすこともできます。






リースバックを利用して安心した老後をすごす


持ち家を売却して老後の資金を確保したいものの、引っ越しはしたくない、このようなニーズにこたえるのがリースバックです。リースバックとは持ち家を売却しながらも、売却後は賃貸人として引っ越ししないでそのまま生活を継続することを指します。通常の不動産売却と異なるのは、まとまった現金を調達できるだけでなく、その後も住まいを借りて生活を継続することが出来る点です。老後に転居をするというのは、なかなかストレスが強いことなので引っ越ししないで生活の本拠を維持できるというのは大きなメリットです。
ところで不動産を所有していると、固定遺産税や都市計画材などの税金のほか火災保険や地震保険などのがコストが毎年のように発生することになります。この点もリースバック後は賃借人になり、所有者ではなくなるので固定資産税などの税負担を回避することができます。もちろん毎月賃料を支払いますが、一定の金額を支払うことになるので建物維持コストの負担を大きく軽減できるのはたしかです。







まとまった資金を得るリースバックの仕組みについて


リースバックでまとまった資金を手にすることができますが、その仕組みはどのようなものでしょうか。これは、自宅持ち家を第三者に売却し、売却後は買主と賃貸契約を結んでそのままその家に住み続けることを指します。リースバックを行うと、売却益でまとまったお金を即座に手にすることができる一方、別に住み慣れた自宅から引っ越さないといけないわけではなく、そのまま今までの暮らしを続けることが可能です。例えば老後の生活費とか子供の教育費などでお金がかかるという場合、この方法は一つの選択肢になりえます。
もちろん売却後は自己所有物件ではなく賃貸物件に住むことになりますので賃貸料は発生しますが、その一方で維持管理に必要な費用は買主の負担になります。修繕のための費用とか、固定資産税といったものがそれに該当します。万が一の災害などで大規模な修繕が必要になったりすることもないとは言えませんが、そのリスク回避にもなるわけです。







リースバックなら住み慣れた自宅に住み続けられる


長い人生において、まとまったお金が必要になることもあります。自宅持ち家を所有している人の場合、おそらくはその不動産こそが自分にとって最大の価値を持つものであることが多いですが、いくらお金が必要になったからと言っても、自宅を単に売却することには抵抗を感じる人が多いはずです。それはある意味で当たり前で、住宅はお金の問題だけではなく生活の場であり、家族と過ごす場だからでしょう。
単に売却してしまっては、明日からどこに住めばよいのかということにもなってしまいます。ところが、同じ売却であってもリースバックならば住み慣れたところに明日からも住み続けることができます。リースバックとは確かに売却の一つではありますが、その後に買主と賃貸契約を締結し、賃貸物件として継続して居住できる方法を指しているからです。もちろん賃貸料はかかることになりますが、売却であることに違いはありませんのでその時点でまとまったお金を手にすることができます。







リースバックの契約時に発生するコストとは


リースバックとは自宅を不動産業者に売却すると同時に、賃貸契約をして住み続けるものです。金銭的困難があっても愛着のある自宅に住み続けられる点がメリットです。
リースバックという金融用語で呼ばれるため、特別な契約だと思われがちです。しかし実際のところは、売買契約と賃貸契約を同時に行うものです。したがって通常の売却と賃貸と同様のコストがかかります。
まず不動産の売却に関して仲介手数料と抵当権の抹消費用、印紙代がかかります。仲介手数料は売値の3パーセントに6万円を足したものです。2000万円で売れれば186万円となります。抵当権の抹消費用は1万円から3万円、印紙代は1万円ほどです。
賃貸契約は敷金と保証料、火災保険料です。敷金は家賃の1カ月から2カ月ほど、保証料は家賃の1カ月ほどです。火災保険料は住宅の構造とサイズによりますが5万円を超えることは珍しいです。これらにくわえて事務手数料がかかることもります。







リースバックなら自宅を現金化した後もずっと住み続けられる


まとまった額の事業資金や生活資金などが必要になった場合、住宅などの不動産を所有していればそれを売却することでキャッシュを得ることができますが、当然ながらその物件は買い手に引き渡す必要があります。しかし最近では、売却後も引き続きその物件を使用し続けることが可能な資金調達法が注目を集めています。それが、リースバックです。
リースバックは、物件の売買と賃貸借が一体になった不動産関連サービスです。具体的には、所有者が手持ちの物件を売却すると同時に購入者と賃貸借契約を結び、その物件を継続使用します。つまり住宅であれば、名義上は人手に渡るけれども引き続き同じ家に住み続けられるということになります。
この手法であれば、利用者は自宅を現金化した後でも住み慣れた環境を手放さなくて済むというメリットが得られます。加えて、月々の住宅関連支出が家賃という形で定額化されるため、生活設計が立てやすくなるという利点もあります。買い手との合意が得られれば、一定期間後に買い戻す特約を付加することも可能です。






リースバックならまとまった額の事業資金を得られる


リースバックは、手持ちの不動産を売却するものの、買い手からその物件を賃借することによって従前と同じように利用し続けるという不動産活用法です。買い手にとっては安定した賃料収入が得られ、売り手にとっては売却によってまとまった資金を手にできるため、双方にメリットがあります。
この手法は、個人が住宅を売って代金を得た後、そのまま賃借人として住み続けるという形でよく使われます。老後の生活資金が欲しいが、子や孫に不動産を遺す必要がない場合などは、住宅を担保に借入れを行うよりも気軽に利用できます。
企業経営者や個人事業主が事業資金を得たい場合にも、リースバックを利用することが可能です。個人所有の住宅だけでなく、工場や社屋なども売却の対象にすることができます。交渉次第では買戻し特約を付加することもできるので、売却代金を使って事業を立て直し、再び業績が上向いてから買い戻せば、資産の保有状況もすっかり元通りになります。





リースバックなら家が人手に渡っても秘密が守られる


近年、注目を集めている不動産活用法の1つに、リースバックがあります。これは、持ち家などを第三者に売却すると同時に買い手との間に賃貸借契約を結び、元の所有者がそのまま住み続けるというものです。買い手の同意が得られれば、一定期間を経た後に買い戻すという特約を付加することも可能です。リースバックを利用することで得られる最大のメリットは、生活のペースを変えることなくまとまった資金需要を満たせることです。オーナーから賃借人へと立場こそ変わるものの、住み慣れたわが家から離れることなく、今までと同じ暮らしを続けることができます。表面上は何も変化がないので、たとえば何らかの事情で経済的困難におちいったために家を売らざるを得なくなったとしても、そうした秘密は守られるため、近隣の人々に知られる心配もありません。買い取った側も、これから入居者を募集するなどの手間をかける必要がなく、所有すると同時に賃貸収入が得られることになります。したがって、リースバックは売り手・買い手の双方に利点があるシステムだと言えます。





リースバックした物件は条件を設定すれば買い戻せる


リースバックした物件を将来的に買い戻せるのかどうかは気になる所でしょう。リースバック後の買戻しは、契約時に買い戻しの条件を設定すれば可能です。物件を売却する際に結ぶ契約の中に売買契約がありますが、売買契約には再売買予約権をつけられます。
売却時に買い戻す時期と価格を設定することで、再び自分の所有物にすることが可能です。買い戻すためにかかる金額は、売却価格に1.1～1.3をかけた数字が目安です。売却価格に諸経費と利益分を加えた金額になります。中止したいのが地価が変動するリスクがあることです。買い戻し価格は契約時点での相場を基準に計算するので、将来的に地価が下がった場合は、相場より高い代金を支払わなければなりません。逆に地価が高騰した場合は、相場よりも安い代金で済みます。再売買予約権は賃貸契約の契約内容を履行されている場合に有効になります。もし家賃の支払いを2～3か月以上滞納してしまったら、契約不履行として再売買予約権は消滅してしまうので、気を付けてください。





老後の生活資金を得たい時に便利なリースバック


まとまったお金が必要になった時、持ち家があればそれを売却して代金を得ることができます。
ただ、長年住み慣れた家を明け渡し、新たな住まいを探さなければならなくなるという事態は、人によってはかなりストレスになります。

そんな時に利用すると便利なのが、リースバックと呼ばれるシステムです。
このシステムは、住宅を他者に売却する際、同時にその買い手と賃貸借契約を結ぶことで、同じ家に今度は賃借人となって住むというものです。
これなら家を人手に渡しても生活スタイルを変えずに済みますし、近隣の人との交流も今まで通り続けられます。
リースバックを利用する契機としてよく見られるのは、老後の生活資金を確保したい時です。定年退職などによって現金収入がなくなると、時として生活費の支払いに困ってしまうことがありますが、この手法で持ち家を現金化すれば心配しなくて済みます。
すでに子供は独立して自分の家を持っている、などという時は資産を遺すための気兼ねも必要もありません。





リースバック後に家賃を払って住むメリット


持ち家を売却して多額の資金を手にするリースバックでは、不動産業者と売買契約を結んでその物件を一旦売却した後、新たな賃貸借契約を結ぶことによって、売却した家に対して家賃を支払い住むことになります。
このリースバックによって、住宅ローンを完済できるというメリットがあります。
売却資金は目的を問わず使うことができますが、そのまま住宅ローンの返済に充ててしまえば、今後の利子の支払いが不要となるため早期返済に充てる人が多いようです。
売却せずにローンを払い続けるのと、リースバックした後の家賃負担はどちらが高いのかは、多くの人の興味関心をひくものでしょう。ある試算によると、リースバック後の方が月々の支払い金額は減少して、買取価格の２割程度を手元に残せるという試算があります。
住宅ローンの支払いに困窮しているケースにおいて、まとまった資金を手に入れられる好機となるため、詳しく情報収集してみる価値があると思います。





リースバックは引越しを回避できる住宅売却方法



リースバックを耳にしたことがあり住宅売却方法だと知ってしても、具体的な特徴を知らないという人もいるのではないでしょうか。
リースバックは買取による住宅の売却方法で、資金調達に活用されることが多いです。
特徴としては、売却後に賃貸借契約を結び、引越しせずに住み続けられる点が挙げられます。
退去の必要がありませんから、引越し先を探す手間も費用の負担も避けられます。
リースバックは、まとまった現金が必要な一方で、生活を変えたくない場合に適しています。
所有から賃貸借へと変化はありますが、自宅に住み続けることができるのは確かです。
何年間入居が可能かは契約次第ですが、将来的に資金を用意して買い戻すことも不可能ではないです。
リースバックは買い戻しと転居の選択肢がありますし、じっくり考えて決められるのが魅力です。
目先のメリットはやはり退去が不要なことで、買い手を探す販売活動をせずに済むのもメリットではないでしょうか。





リースバックの売却価格や賃料の傾向について



リースバックとは、自宅の売買契約を締結すると同時に、新たな買主との間で賃貸借契約を締結し、賃借人の立場で従来通りに居住を継続することを指します。
将来、再び所有者になることができるように、買戻しの特約をプラスして契約をすることも可能です。
リースバックの利用を判断するに際しては、どれほどの現金を手にできるか、売却価格に大きな関心があるのではないでしょうか。
この点、リースバックの買主は投資物件として購入しています。投資のリターンを判断するには、利回りがどれほど期待できるのかに高い関心をもっているので、高い価格で購入すると、投資妙味にかけることになります。
そのため相場での通常の売買契約に比べると、幾分か安くなる傾向にあります。
同様に賃貸借契約の賃料も同様に、投資物件で活用しているため相場の賃料よりは、割高になるのは確かです。
リースバックの利用を判断するときには、売却価格と売却後の賃料を意識して検討するのが重要です。




定期借家契約のリースバックで頭に入れいておきたい事



自宅を完全に売ってしまうのではなく、一旦売って現金に変え、賃貸物件として家賃を払いながら住み続けるのがリースバックです。
リースバックではまた買い戻すだけの資金が集まれば、所有権を自分たちに戻す買い戻しも可能なので、一時的な手放しだけで済むメリットがあります。
賃貸契約をするときには定期借家契約と普通借家契約があります。
普通借家契約だと賃貸期間の満期が来ると更新できます。
しかし定期借家契約の場合は、オーナーの意向が強く反映します。基本的には更新は自動ではありません。
オーナーも貸し続けたい、さらに支払いなどに問題がないとなれば更新もできます。
ただオーナーが更新しないとなれば、満期で終了です。ですから契約満了時に買い戻す準備ができてないと、住み続けることが難しくなります。
計画的であれば問題ありませんが、普通借家契約のように延長すればいいという気持ちでいると、更新が叶わないケースも発生しますので要注意です。





リースバックを巡ってトラブルに発展する事例



リースバックとは自宅を売買契約を締結すると同時に、新たな買主との間で賃貸借契約を締結し賃借人の立場で、従来通りの生活を継続する取引のことを指します。
買い戻し特約を盛り込んでおくことで、将来再び所有者になる道を残しておくことも可能です。
使途に制限がなくまとまった現金を調達できることで人気のリースバックですが、他方でトラブル事例も報告されています。

まず賃料の値上げを要求されるというもの、リースバックでは定期借家契約という二年間程度の短いタイムスパンでの契約になるのが一般的です。
期間満了時に再契約をしてほしいなら、家賃を上げることを条件にするというのが典型的です。
買い戻し特約を付けることは可能ですが、買戻しに応じてもらえないという事例もあるようです。

リースバック時には、借主の承諾なく売却しない特約がついているにもかかわらず、勝手に第三者に売却されることもあります。
当事者の契約は第三者を拘束しないので、注意が必要です。





なぜリースバックは高い人気を得ているのか？



最近かなり注目されるようになってきたリースバックの存在ですが、その魅力について詳しく語れる方はどれだけいるでしょうか。


そもそもリースバックの仕組みに関して何も知らない方も多いと思うので、今回はその魅力と人気の理由について詳しく紹介していきます。


まず、リースバックとは自宅を売却した後もそのままその家に住み続けることができる便利な制度のことを意味しています。
通常であれば売却した相手に所有権がいくことになるので、成立したらすぐに立ち退かなければなりませんでした。


しかし、リースバック制度を活用すれば直ぐに引越しの準備をする必要が無くなり、決められた額を売却主に支払うだけでのそのまま住むことができるため、最短で資金の調達ができて環境を大きく変える必要がないメリットが生まれるのせす。


ただし、自由に使える大金が直ぐに手元に入るメリットがある一方で、売却することで所有権を放棄することになるので自分の家ではないデメリットも生まれるなど注意が必要です。





●リースバックに関するサイト●

リースバック 大阪
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＞リースバックなら家が人手に渡っても秘密が守られる
＞リースバックした物件は条件を設定すれば買い戻せる
＞老後の生活資金を得たい時に便利なリースバック
＞リースバック後に家賃を払って住むメリット


 ◎2022/2/3
情報を追加しました。

＞リースバックを利用して安心した老後をすごす
＞まとまった資金を得るリースバックの仕組みについて
＞リースバックなら住み慣れた自宅に住み続けられる
＞リースバックの契約時に発生するコストとは
＞リースバックなら自宅を現金化した後もずっと住み続けられる


◎2021/11/30

サイトを公開しました
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